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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便鉢部と、
　この便鉢部の下流側に連通しており、前記便鉢部から排出された便器排水の流れが上昇
方向から下降方向に連続して変化する便器排水路と、
　前記便器排水路の一部を形成して後壁面から後方に突出する排水管部と、が一体に形成
された便器本体を備え、
　前記便器排水路における前記便器排水の流れが上昇方向から下降方向に連続して変化す
る境界部よりも上方に設けた空間を介して、手洗排水管から前記便器排水路に手洗排水が
流入し、前記便器排水路の、前記排水管部より上側で前記後壁面より前側に、手洗排水が
流入するように流入口が設けられていることを特徴とする水洗式便器。
【請求項２】
　前記便鉢部と前記便器排水路とによって、便器排水トラップが形成されており、
　前記便器排水路に形成された前記便器排水トラップの頂部よりも下流側に前記流入口か
ら手洗排水が流入する請求項１記載の水洗式便器。
【請求項３】
　前記手洗排水は前記便器排水の流れ方向に沿って前記流入口から流入する請求項１又は
２記載の水洗式便器。
【請求項４】
　前記手洗排水管とは別体であり、前記手洗排水管に接続されて前記流入口を形成するノ
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ズルを備えていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の水洗
式便器。
【請求項５】
　前記ノズルは前記手洗排水の流れる方向が前記便器排水の流れ方向に沿うように変更す
るように屈曲している請求項４記載の水洗式便器。
【請求項６】
　前記ノズルは空気孔が貫設されている請求項４又は５記載の水洗式便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水洗式便器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は従来の便器設備を開示している。この便器設備は、水洗式便器、排水接続
管、及び手洗装置を備えている。水洗式便器は、便鉢部、及び便鉢部の下流側に連通する
便器排水路を有している。排水接続管は、便器排水路の下流端に開口した排出口に上流端
部が接続され、トイレルーム内に引き出された排水管の上流端に開口した流入口に下流端
部が接続されている。また、排水接続管は手洗装置から排出される手洗排水が流入する流
入口を中間側面に設けている。手洗装置は、吐水装置、手洗鉢部、及び手洗鉢部の下流側
に連通し、排水接続管に設けられた流入口に連通する手洗排水路を有している。この便器
設備は、便器排水の排水経路の一部を構成する排水接続管に設けた流入口に手洗排水を流
入させて排水することができるため、手洗排水の排水経路を容易に形成することができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－８８７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の排水接続管は、中間側面に流入口を設けているため、便器排水路
の排出口に接続するための上流端部と、排水管の流入口に接続するための下流端部の他に
、流入口を設けるための長さが最低限必要になる。このため、流入口が設けられていない
排水接続管に比べてその長さが長くなるおそれがある。この場合、排水接続管の長さが長
くなると、排水接続管を便器排水路の排出口と排水管の流入口との間に接続するためのス
ペースが狭い場合、排水接続管を便器排水路の排出口と排水管の流入口との間に接続する
ことが困難になり、便器排水及び手洗排水の排水経路を形成することができないおそれが
ある。
【０００５】
　本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、狭いスペースでも、手洗排
水を便器排水の排水経路に流入させて、良好に排水することができる水洗式便器を提供す
ることを解決すべき課題にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の水洗式便器は、便鉢部と、
　この便鉢部の下流側に連通しており、前記便鉢部から排出された便器排水の流れが上昇
方向から下降方向に連続して変化する便器排水路と、
　前記便器排水路の一部を形成して後壁面から後方に突出する排水管部と、
　前記排水管部より上側で前記後壁面より前側に形成された上部空間と、
　前記上部空間から前記便器排水路に手洗排水が流入するように設けられた流入口と、



(3) JP 6659207 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

　が一体に形成された便器本体を備えていることを特徴とする。
【０００７】
　この水洗式便器は、便器排水路に手洗排水が流入する流入口を設けたため、流入口を設
けるための部材を便器排水路に接続する必要がない。このため、手洗排水を便器排水の排
水経路に流入させない水洗式便器と同様のスペースがあれば、水洗式便器を設置すること
ができ、手洗排水を便器排水経路に流入させて、良好に排水することができる。
【０００８】
　また、この水洗式便器は、便鉢部から排出された便器排水の流れが上昇方向から下降方
向に連続して変化する領域の上方から手洗排水が流入する。このように、手洗排水が流入
する位置は、便器排水の排水経路の中で最も高い位置であるため、流入口から流入した手
洗排水は、便器排水路内へ良好に流入し、便器排水経路の下流側へ排出させることができ
る。特に、水洗式便器が便器洗浄中であり、便器排水路内を便器排水が流れている状態で
は、流入口から流入した手洗排水は便器排水路内の便器排水の流れに乗って便器排水経路
の下流側へ確実に排出される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例の水洗式便器を示す断面図である。
【図２】実施例のノズルの取付状態を示す断面図である。
【図３】実施例のノズルを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明における好ましい実施の形態を説明する。
【００１１】
　本発明の水洗式便器において、前記便鉢部と前記便器排水路とによって、便器排水トラ
ップが形成されており、前記上部空間が、前記便器排水の流れが上昇方向から下降方向に
連続して変化する領域の上方に形成され、前記便器排水路に形成された前記便器排水トラ
ップの頂部よりも下流側に前記流入口から手洗排水が流入し得る。この場合、流入口から
便器排水路に流入した手洗排水が便鉢部側に流れてしまうことを確実に防止することがで
きる。
【００１２】
　本発明の水洗式便器において、前記手洗排水は前記便器排水の流れ方向に沿って前記流
入口から流入し得る。この場合、水洗式便器が便器洗浄中であり、便器排水路内を便器排
水が流れている状態では、流入口から便器排水路に流入した手洗排水は便器排水路内の便
器排水の流れに乗って便器排水経路の下流側へ確実に排出される。
【００１３】
　本発明の水洗式便器において、前記手洗排水が流れる手洗排水管とは別体であり、前記
手洗排水管に接続されて前記流入口を形成するノズルを備えていることを特徴とする。ま
た、前記ノズルは前記手洗排水の流れる方向が前記便器排水の流れ方向に沿うように変更
するように屈曲し得る。この場合、ノズルによって、手洗排水を所望する方向に向けて流
入させることができる。このため、便器排水トラップの頂部より下流側に手洗排水が流入
するようにすれば、手洗排水を便鉢部側に流れてしまうことを確実に防止し、便器排水路
の下流側へ確実に排出することができる。
【００１４】
　前記ノズルは空気孔が貫設され得る。この場合、手洗装置からノズルまでの手洗水の排
水経路において、サイホン作用が発生することを防止し、手洗装置とノズルとの間に設け
られた手洗排水トラップの封水切れを防止することができる。
【００１５】
　次に、本発明の水洗式便器を具体化した実施例について、図面を参照しつつ説明する。
【００１６】
＜実施例＞
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　実施例の水洗式便器は、図１に示すように、便鉢部１１と、便器排水路１３とを有する
便器本体１０と、便器本体１０の後部上面に固定され、便鉢部１１に洗浄水を供給する洗
浄タンク３０とを備えている。洗浄タンク３０及び便器本体１０の後部は前板５１で仕切
られたキャビネット５０Ａ内に収納されている。便器本体１０は前板５１より前方で露出
した上面に回動自在に軸支された便座７１及び便蓋７３を有する便座装置７０を取り付け
ている。
【００１７】
　便器排水路１３は、第１下降流路１３Ａ、上昇流路１３Ｂ、及び第２下降流路１３Ｃを
有している。第１下降流路１３Ａは上下方向に開口した便鉢部１１の下端開口に連続して
後方へ傾斜しながら下降している。上昇流路１３Ｂは第１下降流路１３Ａの下端に連続し
て後方へ傾斜しながら上昇している。第２下降流路１３Ｃは、上昇流路１３Ｂの下側面の
上端１３Ｘから下流側に向けて斜め下方に傾斜し、後方に向けて開口している。第２下降
流路１３Ｃは便器本体１０の後壁面から後方に向けて突出した排水管部１５によって形成
されている。排水管部１５の下流端に開口した便器排水路１３の排出口１３Ｄは、排水接
続管９０によって、トイレルームの壁面から引き出された排水管９１の上流端に開口した
流入口に接続されている。
【００１８】
　上昇流路１３Ｂの下側面の上端１３Ｘより下方に位置する便鉢部１１の下端部、第１下
降流路１３Ａ、及び上昇流路１３Ｂの上流部に洗浄水が滞留して水封を形成する。このよ
うに、便鉢部１１と便器排水路１３とによって便器排水トラップが形成されている。上昇
流路１３Ｂの下側面の上端１３Ｘが便器排水トラップの頂部１３Ｘである。
【００１９】
　便器排水路１３は、上昇流路１３Ｂと第２下降流路１３Ｃとの境界部（便鉢部１１から
排出された便器排水の流れが上昇方向から下降方向に連続して変化する領域）の上方に、
手洗排水が流入する流入口２９を形成するノズル２０を配置する上部空間Ｓを形成してい
る。上部空間Ｓは、図２に示すように、便器本体１０の排水管部１５より上側の後壁面１
７によって、後側の壁面が形成されている。
【００２０】
　ノズル２０は便器本体１０の排水管部１５より上側の後壁面１７に貫設された取付孔１
７Ａから上部空間Ｓ内に挿入されて取り付けられている。ノズル２０は上流端部に手洗排
水管４５の下流端部が接続している。手洗排水管４５は上流端部が手洗装置４０の手洗器
４１の排水口４１Ａに接続している。手洗排水管４５は途中に手洗排水トラップ４７を形
成している。手洗装置４０は手洗器４１と手洗器４１に設けられた水栓金具４３とを有し
ている。手洗装置４０はトイレルームの壁面に沿ったキャビネット５０Ｂの天板５３上に
固定され、手洗排水管４５は、キャビネット５０Ａ、５０Ｂ内を通って、ノズル２０に接
続している。手洗排水は、手洗器４１及び手洗排水管４５を流れてノズル２０に流入する
。
【００２１】
　ノズル２０は、図２及び図３に示すように、突出管部２１、前端部２３、傾斜片２５、
及び接続部２７を有している。突出管部２１は、略円筒状であり、上部空間Ｓ内で便器本
体１０の後壁面１７から前方に延びている。前端部２３は、突出管部２１の前端に連続し
、略半球面状の曲面で形成されている。傾斜片２５は、上方に開口した半円筒状であり、
前端部２３の下端から後方に向けて斜め下方に傾斜している。接続部２７は、取付孔１７
Ａとの間にパッキンＰを介装して、挿入されており、便器本体１０の後壁面１７から外部
に延びて手洗排水管４５が接続されている。傾斜片２５は便器排水路１３の第２下降流路
１３Ｃの上流端部の上側面１４よりも僅か下方に向いて延びている。ノズル２０の傾斜片
２５に沿って吐出した手洗排水は、第２下降流路１３Ｃに向けて流れる便器排水の流れ方
向に沿って流入する。
【００２２】
　このように、ノズル２０は、後端部からノズル２０内に流入した手洗排水が、前方に向
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けて流れ、ノズル２０の前端部２３の内面で流れる方向が変更され、後方の斜め下方に向
けて流出する流入口２９を形成している。このように、ノズル２０によって、手洗排水を
所望する方向（便器排水トラップの頂部１３Ｘより下流側）に向けて流入させることがで
きる。このため、流入口２９から便器排水路１３に流入した手洗排水が便鉢部１１側に流
れてしまうことを確実に防止し、手洗排水を便器排水路１３へ確実に排出することができ
る。
【００２３】
　ノズル２０は突出管部２１の上端面に矩形状の空気孔２１Ａが貫設されている。このた
め、手洗排水管４５（手洗排水経路）において、サイホン作用が発生することを防止し、
手洗排水管４５に設けられた手洗排水トラップ４７の封水切れを防止することができる。
【００２４】
　この水洗式便器は、便器排水路１３の上昇流路１３Ｂと第２下降流路１３Ｃとの境界部
（便鉢部１１から排出された便器排水の流れが上昇方向から下降方向に連続して変化する
領域）の上方に形成した上部空間Ｓに配置したノズル２０によって手洗排水が流入する流
入口２９を設けている。このため、この水洗式便器は、流入口を設けるための部材を便器
排水路１３に接続する必要がない。よって、手洗排水を便器排水の排水経路に流入させな
い水洗式便器と同様のスペースがあれば、水洗式便器を設置することができる。このよう
に、この水洗式便器は、手洗排水を便器排水経路（便鉢部１１より下流側で便鉢部１１か
ら排出された便器排水が流れる経路）に流入させて、良好に排水することができる。
【００２５】
　また、この水洗式便器は、手洗排水が流入する位置が、便器排水経路の中で最も高い位
置であるため、流入口２９から流入した手洗排水は、便器排水路１３内へ良好に流入し、
便器排水経路の下流側へ排出させることができる。特に、水洗式便器が便器洗浄中であり
、便器排水路１３内を便器排水が流れている状態では、流入口２９から流入した手洗排水
は便器排水路１３内の便器排水の流れに乗って便器排水経路の下流側へ確実に排出される
。
【００２６】
　また、この水洗式便器は、流入口２９を形成するノズル２０から流出した手洗排水は、
便器排水トラップの頂部１３Ｘよりも下流側に流入する。このため、便器排水路１３に流
入した手洗排水が便鉢部１１側に流れてしまうことを確実に防止することができる。
【００２７】
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）実施例では、便器排水トラップの頂部よりも下流側に手洗排水が流入するようにし
たが、便器排水路において、便器排水の流れが上昇方向から下降方向に連続して変化する
領域内であれば、便器排水トラップの頂部よりも上流側に手洗排水を流入させてもよい。
（２）実施例では、便器排水の流れ方向に沿って手洗排水を便器排水路に流入させたが、
便器排水の流れ方向に沿わせずに手洗排水を便器排水路に流入させてもよい。
（３）実施例では、流入口をノズルで形成したが、ノズルを用いず便器排水路に臨むよう
に流入口を設けてもよい。
（４）実施例では、ノズルが屈曲したが、屈曲させなくてもよい。
（５）実施例では、ノズルに空気孔を貫設したが、ノズルに空気孔を貫設しなくてもよい
。
【符号の説明】
【００２８】
　１１…便鉢部
　１３…便器排水路
　１３Ｘ…便器排水トラップの頂部
　２０…ノズル
　２１Ａ…空気孔
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　２９…流入口

【図１】 【図２】
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【図３】
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